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１【提出理由】

　当社に対する訴訟について、2022年３月８日に最高裁判所において上告棄却及び上告不受理の決定がなされ、解決し

ましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の規定に基

づき提出するものであります。

 

２【報告内容】

１．当該訴訟の提起があった年月日

2007年10月11日

２．当該訴訟を提起した者

(１)　訴訟を提起した者　　佐藤英樹　外７名（以下、原告といいます。）

(２)　住　　所　　　　　　熊本県水俣市袋２９１７番地　外

３．当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額

原告は水俣病に罹患しているとして、当社、国及び熊本県に対して慰謝料及び弁護士費用２億2,400万円を

連帯して、これを支払えというものでありました。

４．訴訟の解決があった年月日

2022年３月８日

５．訴訟の解決の内容

原告は水俣病に罹患しているとして、当社、国及び熊本県に対し、2007年10月11日に熊本地方裁判所へ損害

賠償請求訴訟（損害賠償請求金額合計２億2,400万円）を提起しておりましたが、2014年３月31日に原告３名

の請求の一部を認容する判決があり、当社はこの判決を不服として、福岡高等裁判所に控訴し、また、原告側

も控訴しておりました。

2020年３月13日にこの控訴審について判決があり、第一審被告である当社、国及び熊本県の敗訴部分を取り

消し、原告らの各請求、各控訴及び控訴審における拡張請求のいずれも棄却するものとなりました。

2020年３月23日に原告より、福岡高等裁判所の判決を不服として、最高裁判所に上告及び上告受理申立てが

行われましたが、2022年３月８日に最高裁判所は上告を棄却し、上告受理申立てを受理しないとの決定を下し

たことから、これにより、本件訴訟に関する判決が確定し、解決しております。
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